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咲いぱ゛
つ
いを花

睦地区コミュニティー推進協議会では、

－つ

９月２日「第。

３回花いっぱいコンクール」を開催しました。各自治会

毎に敵意工夫した花壇や沿道では、いろんな花が咲き臆

っ‘ご1います｡ヽ又今回初めて小学生の児童も審査員とし

　　　････　か●“'‘"ヽ　　　　　　　　■■■
　　　　　Ｉ　　｀●　　　　　　　･･‥て参加しました。　………で二。｡………
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●地震が起きたら

●住民票の写し・戸籍騰抄本の交付が宇都宮

　広域圏で受けられます

●参議院議員選挙結果・情報公開制度利用状況

　　　　　　　　　　■■■　j●㎜㎜■　　　　　　　　■='･゛.゛･'･':竜.1弐丿一郷翠場　奢321-o29&･=.=郷臍下老匯郡壬生町通町12番22号　編集/総務部企画財政課広報広聴係

……ご嘔鮮･'………ｿﾞjり………:'゜i　･゜……｀･..　　　s｡I;1.池･どムページアドレスhhttp://www.t-.net.0｢.in/-mihU/

２～３

４

５

I0282-81 -1 81 2　毎月23日発行

酉0282-82-8262

-

主な内容



老農
が

起きたら

　
大
地
震
な
ど
の
災
害
か
ら
身
を
守
る

に
は
、
各
家
庭
で
の
防
災
の
備
え
が
欠

か
せ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
個
人
や
家
族

の
力
だ
け
で
は
限
界
も
あ
り
ま
す
。
そ

こ
で
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
が
、
住
民

が
協
力
し
合
っ
て
大
き
な
災
害
に
立
ち

向
か
う
、
地
域
の
自
主
防
災
活
動
。
い

ざ
と
い
う
と
き
に
丁
久
人
が
団
結
し

て
発
揮
す
る
行
動
力
こ
そ
、
一
刻
を
あ

ら
そ
う
人
命
救
助
に
大
き
く
貢
献
す
る

の
で
す
。

　
六
年
前
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
は
、

六
千
四
百
人
を
超
え
る
死
亡
者
が
発
生

し
、
そ
の
九
割
近
く
が
倒
壊
家
屋
の
下

敷
き
と
な
っ
た
人
で
し
た
。

　
一
方
、
そ
の
数
十
倍
と
も
い
わ
れ
る

多
数
の
人
々
が
、
ケ
ガ
を
負
い
な
が
ら

も
倒
壊
物
の
下
か
ら
救
出
さ
れ
て
い
ま

す
。
家
族
や
近
隣
住
民
が
協
力
し
、
バ
ー

ル
や
の
こ
ぎ
り
、
車
の
ジ
ャ
ッ
キ
な
ど

身
近
に
あ
る
物
を
使
っ
て
閉
じ
込
め
ら

れ
た
人
々
を
助
け
出
し
た
の
で
す
。

　
大
地
震
の
発
生
直
後
は
、
広
範
囲
に

ま
ず
身
の
安
全
、
そ
し
て
消
火
・
救
助
・
看
護

住
民
の
組
織
力
が
　
命
を
守
る

　
　
　
　
　
　
倒
壊
し
た
家
屋
か
ら
の

救
出
方
法

わ
た
っ
て
建
物
の
倒
壊
、
火
災
の
発
生
、

道
路
・
水
道
・
消
火
設
備
の
損
壊
な
ど

が
起
き
る
た
め
、
す
べ
て
の
現
場
に
警

察
や
消
防
が
駆
け
つ
け
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
そ
こ
で
求
め
ら
れ
る
の
が
、

「
自
ら
の
地
域
を
自
ら
守
る
」
心
が
ま

え
と
組
織
力
で
す
。

　
い
ざ
と
い
う
と
き
、
と
っ
さ
に
必
要

な
の
は
自
分
の
身
を
守
る
こ
と
。
そ
し

て
危
険
を
免
れ
た
住
民
に
は
、
次
の
瞬

間
か
ら
重
要
な
役
割
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

近
隣
の
出
火
防
止
、
初
期
消
火
、
被
災

者
の
救
出
・
看
護
に
当
た
る
な
ど
で
す
。

地
域
の
被
害
を
最
小
限
に
食
い
止
め
ら

れ
る
か
ど
う
か
は
、
住
民
た
ち
が
協
力

し
て
速
や
か
な
防
災
活
動
を
行
え
る
か

否
か
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
す
。

-

①
状
況
の
確
認

　
ど
ん
な
状
態
で
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い

　
る
か

　
け
が
を
し
て
い
な
い
か

　
建
物
の
倒
壊
の
程
度
は
ど
う
か

　
中
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
か

　
作
業
を
す
る
ス
ベ
ー
ス
は
あ
る
か

　
ガ
ス
漏
れ
、
漏
電
に
よ
る
火
災
の
お

　
そ
れ
は
な
い
か
（
ガ
ス
の
元
栓
、
電

　
気
の
ブ
レ
ー
カ
ー
類
は
す
べ
て
止
め

　
亘

ま
ち
を
守
る

②
障
害
物
の
除
去

　
ま
ず
、
瓦
、
ト
タ
ン
、
ガ
ラ
ス
な
ど

　
軽
い
物
か
ら
取
り
除
く

　
次
に
、
柱
、
は
り
な
ど
の
大
き
な
物

　
を
取
り
除
く

　
ロ
ー
プ
な
ど
で
固
定
し
、
崩
れ
な
い

　
よ
う
に
す
る

　
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
人
に
意
識
が

　
あ
れ
ば
、
安
全
の
確
認
を
と
り
な
が

　
ら
進
め
る

　
柱
な
ど
を
切
断
す
る
と
き
は
、
周
囲

　
の
物
が
崩
れ
な
い
よ
う
に

　
車
で
障
害
物
を
け
ん
引
す
る
と
き
は
、

　
丈
夫
な
ワ
イ
ヤ
ー
を
使
い
ゆ
っ
く
り

　
と

③
救
出
・
手
当
て

　
閉
じ
込
め
ら
れ
た
人
に
近
づ
い
た
ら
、

　
安
全
の
た
め
手
作
業
で

　
道
具
を
使
う
場
合
は
、
体
を
傷
つ
け

　
な
い
よ
う
に

　
慎
重
に
搬
出
し
、
直
ち
に
必
要
な
応

　
急
手
当
を

-

乙
本
気
で
チ
エ
ツ
ク
ロ
‥

非
常
持
出
品
の
備
え

　
避
難
生
活
に
最
低
限
必
要
な
物
を
リ

ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
な
ど
の
非
常
特
出
袋
に

入
れ
て
、
す
ぐ
に
持
ち
出
せ
る
場
所
に

備
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
－
－
－

〔
降
昨
品
の
例
〕

　
－
－
－
－
－

○
ヘ
ル
メ
ッ
ト
・
防
災
ず
き
ん

○
飲
料
水
と
食
料
（
２
～
３
日
分
）

○
衣
類
・
手
袋

○
懐
中
電
灯
・
ロ
ウ
ソ
ク

○
ラ
イ
タ
ー
ニ
フ
ジ
オ

○
ナ
イ
フ
・
缶
切
り

○
救
急
医
療
品
・
毛
布

○
現
金
・
預
金
通
帳
・
印
鑑

○
乳
幼
児
が
い
る
家
庭
は
、
ミ
ル
ク
、

　
ほ
乳
ビ
ン
、
紙
お
む
つ
な
ど

消
火
器
な
ど
の
備
え

　
万
一
の
出
火
に
備
え
て
、
消
火
器
や

消
火
用
三
角
バ
ケ
ツ
な
ど
を
す
ぐ
使
え

る
場
所
に
用
意
。
風
呂
の
水
は
い
つ
も

た
め
て
お
く
よ
う
に
心
が
け
を
。
火
災

が
発
生
し
た
と
き
に
確
実
に
消
火
で
き

る
よ
う
に
、
普
段
か
ら
防
災
訓
練
な
ど

に
参
加
し
、
消
火
器
の
使
い
方
に
慣
れ

て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
夜
間
に
避
難
す
る
た
め
の
懐
中
電
灯

や
、
床
に
飛
散
し
た
ガ
ラ
ス
で
ケ
ガ
を

し
な
い
よ
う
に
厚
手
の
ス
リ
ッ
パ
や
運

動
靴
を
身
近
な
場
所
に
用
意
し
て
お
き

ま
し
ょ
う
。
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所　－
N0， 指定避難場所 電　話 所在地 収容地区名

１ 壬生小学校

82－00拍

FAX

82－0121

本丸£丁目

　　３－７

下表町、中表町、下横町、

今井、上表町、泉下台、

下台団地、城東町、栄町

２

モ生中火

公　民　館

城址公園

82－旧08

FAX

82－0042

本丸１丁目

　　　　８

仲通町、上通町、駅東、

県営壬生住宅、城内、城南、

舟町

３ 藤井小学校

82－0102

FへX

82一部84

大字藤井

　　　1267

馬場、原宿、田向稲荷内、

上坪、前官坪、台坪

４ 壬生中学校

82－6690

FAX

82－2048

大字Tr生甲

　　　2770

万町、上新町、下馬木、

西高野、釜ケ淵、福和田

－
Ｄ

　　　　　　　82－2345

総合運動場　FAX

　　　　　　　82－2706

大字壬生甲

　　　3828

三好町、旭町、星の宮、

六美町南部、六美町中央、

車塚

６

　　　　　　　　82－0079

壬生東小学校　FAX

　　　　　　　　81－1384

落合三丁目

　　5－21

至宝町北、至宝町南、

ひばりケ丘、落合

７　稲葉小学校

82－1004

FAX

82－1572

犬掌上稲葉

　　　　881
下町、上町、本郷、松原

８
稲葉地区

公　民　館
82－7374

大字上稲葉

　　　　932
原坪、鹿島、下馬木

３

覧 表
N0. 指定避難場所 電　話 所在地 収容地区名

９ 羽生田小学校

82－1022

FAX

82－8410

大字羽生田

　　2139－1

西部、中央、北原、台宿、

下坪

10 睦小学校

82－4824

FAX

82－4954

大字壬生丁

　　23Cト１

六美町北部、緑町一ド目～

緑町四Ｌ目、幸町･丁目～

幸町４」‘目、おもちゃのまち、

いずみ、若価

11 南犬飼中学校

86－0134

FAX

85－1205

大字北小林

　　　　743

北小林、狽協医大職員寮、

あけぼの

12

南犬飼地区

公　民　館

勤労青少年ホ

ーム(やすづか

保育園を含む)

86－0031
大字安塚

　　　H79
上長田、安塚南部

13 安塚小学校

86－0031

FAX

86－0042

大字安塚

　　　2078

安塚一、安塚二、安塚三、

安塚中央

14 壬生北小学校

86－0064

FAX

86－1058

大字北小林

　　　　190
上田、中泉、助谷、助谷原

15 総合公園

86－7117

FAX

86－7112

大字国谷

　　783－1

国谷中火、国谷新田、

国谷本田、東原、鯉沼
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『
住
民
票
の
写
し
』
『
戸
籍
謄
（
抄
）
本
』
の
交
付
が
、

宇
都
宮
広
域
圈
Ｉ
市
５
町
で
受
け
ら
れ
ま
す

　
昨
年
1
0
月
２
日
よ
り
、
宇
都
宮
地
区

広
域
圏
圭
市
５
町
（
宇
都
宮
市
、
上
三

川
町
、
上
河
内
町
、
河
内
町
、
壬
生
町
、

石
橋
町
）
　
の
市
役
所
・
町
役
場
で
、

「
住
民
票
の
写
し
」
と
「
戸
籍
謄
抄
本

（
記
載
事
項
証
明
書
）
」
の
相
互
交
付
が

開
始
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
い
ま
ま
で
、
住
民
票
（
戸
籍
）
が
ほ

し
い
け
ど
、
仕
事
を
休
ま
な
け
れ
ば
取

り
に
い
け
な
い
と
お
困
り
だ
っ
た
皆
さ

ん
、
勤
め
先
の
近
く
の
窓
口
で
手
続
き

で
き
ま
す
の
で
、
宇
都
宮
広
域
闇
市
町

に
勤
務
、
通
学
の
方
は
、
ぜ
ひ
ご
利
用

下
さ
い
。

○○役場住民課

四●
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△△役所市民課

雨加峠］

　　幕

住民票の写し(戸籍)の作成

宇都宮市＝市民課昔028-632-2267

　　　　　各地区市民センター・出張所

上三川町＝住民諜昔0285-56-9125

上河内町＝住民諜昔028-674-3131

河内町＝住民課昔028-673-3232

　　　　　岡本・田原事務所

壬生町＝住民課昔0282-81-1824

　　　　　稲葉・南犬飼出張所

石橋町＝住民課昔0285-52-1 1 17

交付できる

証明書の種類

一住民票の写し

　戸籍謄（抄）本

　（一部及び全部記録事項証明書）

利用できる人
一本人

丿本人と同一世帯（戸籍）の人

受付日・
受付時間

圭一午前８時30分～午後５時

　（土・日曜日、祝祭日及び年末年始を除く）

取扱手数料 心‘一住民（戸籍）登録をしてある市・町の手数料条例に基づく金額

請求方法
‘窓口に備えてある広域用の交付申請書に必要事項を記入し、

　窓口に提出してください。

４

于一続きのしかた

取扱場所・問い合わせ先|
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